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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２３年８月１２日（金） ２３時００分ごろ 

発生場所 石川県内灘町の海岸 

 石川県金沢市所在の金沢港西防波堤灯台から真方位０５４°４,７４０

ｍ付近 

 （概位 北緯３６°４０.１′ 東経１３６°３８.６′） 

事故調査の経過  平成２３年８月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 巴菜
は な

丸、５トン未満 

 ２４４－２０１７５石川、個人所有 

 ６.５３ｍ（Lr）×２.３８ｍ×１.１３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６２kＷ、平成１３年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 平成１４年５月１７日 

  免許証交付日 平成１９年３月２９日 

         （平成２４年５月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部に擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、内灘町沖で夜釣りを終え、船首約

０.２ｍ、船尾約０.３ｍの喫水で手動操舵により、時速約２０㎞の速

力とし、内灘町の河北潟放水路（以下「本件放水路」という。）内の

右岸に所在するマリーナに向けて帰航を始めた。 

 本船は、船長が、操縦席に座って操縦に当たり、本件放水路河口左

岸に築造された突堤の先端に設置された街路灯の灯火（緑色）を船首

目標にし、本件放水路河口に向けて航行中、舵輪前方の魚群探知機に

視線を向けたとき、水深約６ｍの表示に気付き、ふだんは水深約１０

ｍ付近を航行していたので浅いと感じ、時速約１０㎞に減速した直

後、平成２３年８月１２日２３時００分ごろ内灘町の海岸に築造され

た突堤（以下「本件突堤」という。）の先端に設置された消波ブロッ

クに衝突した。 



- 2 - 

 船長は、携帯電話でマリーナに連絡し、マリーナ職員の協力を得て

本件突堤の消波ブロックに本船をロープで固定したのち、消波ブロッ

ク及び本件突堤を伝って上陸した。 

 本船は、本件突堤の消波ブロックの間に挟まった状態で浸水もな

く、船首部に擦過傷を生じた程度であったが、回収されるまでの５日

の間に悪天候の影響で船体に亀裂が入り、損傷が拡大したので廃船処

理された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約２～３m/s 

海象：波高 約５０㎝ 

月齢等：月齢 １１.８、月出時刻 １７時３９分、月没時刻 ０３時

２１分 

 その他の事項  本件放水路河口には、左岸に長さ約２５０ｍの突堤が、右岸に長さ

約９４ｍの突堤がそれぞれ設置され、両突堤の先端付近には消波ブロ

ックが設置されていた。また、右岸の突堤から約１００ｍ北方の海岸

には、北西方に向けて長さ約２３６ｍの本件突堤が設置され、先端部

は北北東方に屈曲して消波ブロックが約５９ｍにわたって設置されて

いた。 

 本件突堤の消波ブロックには、灯火の設備はなかった。 

 本件放水路河口左岸の突堤先端に設置された街路灯は、灯柱の高さ

が約５ｍであった。 

 船長は、本船をマリーナに保管し、本件放水路を月に数回出入りし

ていたので、本件突堤の消波ブロックの存在を知っていた。 

 船長は、本事故当時、航行中に舵輪の右下に設置されたＧＰＳプロ

ッターを起動させていたが、内灘町沖は航行に慣れた海域であったの

で、ふだんから見たことはなかった。 

 本船のＧＰＳプロッターは、拡大表示させると本件突堤が表示され

るものであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、内灘町沖を本件放水路河口に向けて航行中、船長が、本件

放水路河口左岸の突堤先端に設置された街路灯の灯火を船首目標にし

ていたが、船位を確認しなかったことから、本件突堤に向かう針路と

なっており、本件突堤の消波ブロックに衝突したものと考えられる。

原因  本事故は、夜間、本船が、内灘町沖を本件放水路河口に向けて航行

中、船長が船位を確認しなかったため、本件突堤に向かう針路となっ

ており、本件突堤の消波ブロックに衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 
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参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行に慣れた海域であっても、夜間においては目視だけに頼ら

ず、備え付けのＧＰＳプロッターを活用して船位の確認を行って

航行すること。 

 

 




